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委員確認用

答申第１５２号（諮問第２０７号事案）

答 申

第１ 審査会の結論

宮城県知事は，本件異議申立ての対象となった部分開示決定において

開示しないこととした情報のうち，別紙１の「開示すべき部分」に掲げ

る情報を開示すべきである。

第２ 異議申立てに係る経過

１ 異議申立人は，平成２５年１２月２７日，情報公開条例（平成１１年宮

城県条例第１０号。以下「条例」という。）第４条の規定により，宮城県

知事（以下「実施機関」という。）に対し，次に掲げる文書について開示

の請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。

・ 学校法人〇〇 〇〇幼稚園と宮城県私学文書課との間で交わされた報

告・相談・打ち合わせ・協議・助言のすべて（メールやメモ等の日常

的なやり取りから専門的助言まで全て含む）

・ 上記に関して宮城県私学文書課と文科省と交わされた報告・相談・打

ち合わせ・協議・助言のすべて（メールやメモ等の日常的なやり取り

から専門的助言まで全て含む）

２ 実施機関は，本件開示請求に対応する行政文書として，別紙２の文書（一

連番号１から一連番号１６までをいう。以下同じ。）を特定した。

その上で，別紙２の文書について，部分開示決定（以下「本件処分」と

いう。）を行い，一部について開示しない理由を次のとおり付して，平成

２６年１月１７日付けで異議申立人に通知した。

条例第８条第１項第２号該当

対象行政文書には，学校法人の役職員及びその他教職員の氏名等，個人

に関する情報が含まれており，これらは特定の個人が識別され得るもので

あり，公開することにより，個人の権利利益が害されるおそれがあるため

条例第８条第１項第３号該当

対象行政文書には，法人の運営等内部に関する情報等が記載されており，

公開することにより，当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益

が損なわれると認められるため

条例第８条第１項第４号該当

対象行政文書には，公表されていない警察職員の氏名等が記載されてお

り，当該情報を公開することにより，犯罪の予防，捜査等公共の安全と秩

序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるため
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条例第８条第１項第７号該当

対象行政文書には，法人の事故対応の助言・指導等に関する情報が記載

されている。これは，県の事務事業に必要な情報であり，公開することに

より，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できない，

又は事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるため

３ これに対し，異議申立人は，本件処分を不服として，行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第６条の規定により，平成２６年３月１８日付

けで異議申立てを行った。実施機関が異議申立書に記載の不備があるとし

て，平成２６年４月１４日付けで補正を命じたところ，異議申立人は平成

２６年４月２５日付けで異議申立書の補正を行った。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は，本件処分を取消し，対象文書の全部を開示するよ

う求めるというものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書において述べて

いる内容によると，おおむね次のとおりである。

本件処分により非開示となった部分は条例第８条に定められた各号のい

ずれにも該当しないため，非開示とすべき理由はなく，実施機関は条例の

適用を誤っていると考える。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が理由説明書において述べている内容は，おおむね次のとおり

である。

１ 本件行政文書の性格等について

（1）生徒等事故報告書について
本件行政文書は，私立学校法等施行細則（昭和５３年宮城県規則第

２５号）第４条の規定により，学校法人〇〇から県に提出された東日

本大震災に係る〇〇幼稚園園児の事故報告書である。

（2）復命書
本件行政文書は，県が幼稚園の運営状況等について現地調査を行った

際に，学校法人〇〇に対し幼稚園の今後の運営についての意向を聴取

しその内容を記録したものである。

（3）電話記録箋等について
本件行政文書は，県が学校法人〇〇から受けた，遺族への対応や〇〇

幼稚園の運営に関する相談等内容を記録したものである。

２ 個別の検討及び結論

（1）条例第８条第１項第２号該当性について
条例第８条第１項第２号は，「個人に関する情報（事業を営む個人の
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当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の個人が識別され，若

しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，

公開することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるも

の」に該当する行政文書については，行政文書の開示をしないことが

できると規定している。

本件行政文書には，事故発生当時の〇〇幼稚園の教職員，園児及びそ

の保護者等の行動が記載されているが，氏名等の個人情報（又は氏名を

特定できる可能性のある情報，園児氏名のイニシャル等）が含まれてい

るため，これら全てを公開した場合には，個人の権利利益が害されるお

それがあることから，これらの情報については，非開示が妥当と判断し

たものである。

（2）条例第８条第１項第３号該当性について
条例第８条第１項第３号は，「法人その他の団体（国及び地方公共団

体を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人

の当該事業に関する情報であって，公開することにより，当該法人等又

は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認め

られるもの」に該当する情報が記録されている行政文書については，法

人等又は事業を営む個人の事業活動の自由を原則として保障しようとす

る趣旨から，実施機関は，行政文書の開示をしないことができると規定

している。

本件行政文書には，法人の事故対応等に関する情報及び法人が有する

財産等に関する情報が含まれており，これらを全て公開した場合には，

法人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれることから，これらの

情報については非開示が妥当と判断したものである。

（3）条例８条第１項第４号該当性について
条例第８条第１項第４号は，「公開することにより，犯罪の予防，鎮

圧又は捜査，控訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に

支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由が

ある情報」については，行政文書の開示をしないことができると規定し

ている。

本件行政文書には，遺体捜索に携わった警察職員の氏名等が記載され

ている。当該情報は公表されていない警察職員の氏名であり，これらを

全て公開した場合には，警察業務の性質上，公共の安全と秩序の維持に

支障が生じるおそれがあることから非開示が妥当と判断したものであ

る。

（4）条例第８条第１項第７号該当性について
条例第８条第１項第７号は，「県の機関又は国等の機関が行う検査，

その他の事務事業に関する情報であって，当該事務事業の性質上，公開

することにより，事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障を生ずるこ

とが認められる」情報が記録されている行政文書については，開示しな

いことができると規定している。

本件行政文書には，法人の遺族に対する対応の報告及びそれらに対す
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る実施機関の助言・指導等に関する情報が記載されている。これらの情

報が全て開示されることになれば，情報を公開されることを懸念する法

人から，速やかな報告が得られなくなるなど，法人との信頼関係を損な

い，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなく

なり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずる

おそれがあることから非開示が妥当であると判断したものである。

第５ 審査会の判断理由

１ 条例の基本的な考え方について

条例は，「地方自治の本旨にのっとり，県民の知る権利を尊重し，行政

文書の開示を請求する権利」を明らかにすることにより，「県政運営の透

明性の一層の向上を図り，もって県の有するその諸活動を説明する責務

が全うされるようにするとともに，県民による県政の監視と参加の充実

を推進し，及び県政に対する県民の理解と信頼を確保し，公正で開かれ

た県政の発展に寄与することを目的」として制定されたものであり，原

則公開の理念の下に解釈され，かつ，運用されなければならない。

当審査会は，この原則公開の理念に立って条例を解釈し，以下のとお

り判断するものである。

２ 本件行政文書について

異議申立ての対象とされた本件処分に係る行政文書は，別紙２の文書

のうち，本件行政文書１から本件行政文書１５までのものである。

３ 条例第８条第１項各号に規定する非開示情報について

条例第８条第１項は，「実施機関は，開示請求があったときは，開示請

求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている

場合を除き，開示請求者に対し，当該行政文書を開示しなければならな

い」と規定している。以下，本事案に関係する条項を記載する。

（1）条例第８条第１項第２号
条例第８条第１項第２号は，「個人に関する情報（事業を営む個人の

当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の個人が識別され，若

しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，

公開することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるも

の」を非開示事由として規定している。これは，行政文書の開示によ

る当該行政文書に記載されている個人の権利利益の侵害を確実に回避

し，個人の尊厳及び基本的人権を最大限に保護するため，個人が特定

できる情報を包括的に非開示として保護することとしたものであり，

さらに，条例第３条第１項後段により，実施機関には，個人に関する

情報が十分保護されるよう最大限の配慮をすることが義務付けられ，

その保護の徹底を図っている。

しかし，特定の個人が識別され，又は識別され得る情報の中にも，例

外的に保護する必要がない情報があるため，条例第８条第１項第２号

ただし書は，「イ 法令の規定により又は慣行として公開され，又は公

開することが予定されている情報」又は「ロ 当該個人が公務員等（国



- 5 -

家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国

家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条

第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。），独立行政法

人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３

年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。

以下同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の

役員及び職員をいう。）である場合において，当該情報がその職務の遂

行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職，氏

名及び当該職務遂行の内容に係る部分」が記録されている行政文書に

ついては，同号本文に該当する場合であっても，行政文書の開示をし

なければならないと規定している。

（2）条例第８条第１項第３号について
条例第８条第１項第３号は，「法人その他の団体（国，独立行政法人

等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」

という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で

あって，公開することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争

上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの」を非開示

事由として規定している。ただし，事業活動によって生じ，又は生ず

るおそれのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護

するため，公開することが必要であると認められる情報は非開示情報

から除かれる。

なお，本件事案においては，この法人等の「権利，競争上の地位そ

の他正当な利益が損なわれると認められるもの」に該当するかどうか

の判断に当たり，東日本大震災という特殊な状況下の情報であり，事

故状況等に関する情報については，社会的な公開の要請が強いと考え

られることが十分考慮されるべきである。

（3）条例第８条第１項第４号について
条例第８条第１項第４号は，「公開することにより，犯罪の予防，鎮

圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持

に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理

由がある情報」を非開示事由として規定している。

（4）条例第８条第１項第７号について
条例第８条第１項第７号は，「県の機関，県が設立した地方独立行政

法人，公社又は国等の機関が行う検査，監査，取締り，争訟，交渉，

渉外，入札，試験その他の事務事業に関する情報であって，当該事務

事業の性質上，公開することにより，当該事務事業若しくは将来の同

種の事務事業の目的が達成できなくなり，又はこれらの事務事業の公

正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの」を非開示事

由として規定している。

４ 本件対象行政文書に記録された非開示情報について
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実施機関は，本件対象行政文書には条例第８条第１項各号に規定された

非開示情報が記録されていると主張している。当審査会では，実施機関か

ら該当すると判断した非開示条項を付記した対象行政文書の提供を受け，

これをインカメラ審理によって実際に見分し，以下，その非開示妥当性を

検討する。

（1）本件行政文書１（一連番号１）について
当該文書は，東日本大震災による児童の被災状況について，学校法人

〇〇（以下「本件学校法人」という。）が運営する〇〇幼稚園（以

下「本件幼稚園」という。）が監督官庁である実施機関に対して平成

２３年４月６日に行った報告について，県の担当者が記録した文書で

ある。当該文書には報告を行った相手方，事故状況の概要，事務打合

せの概要等の情報が記載されており，これらの情報のうち，実施機関

が条例第８条第１項第２号，第３号，第７号又はそれらのうちの複数

に該当すると判断した情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，本件事案について報告を行った者及び被

害児童等に関する情報が記録されている。これらの情報は，いずれも

個人に関する情報であって，特定の個人が識別され又は識別され得る

ものであり，法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開す

ることが予定されている情報には当たらないことから，同号ただし書

イには該当せず，また，公務員等の職務遂行の内容に係る情報とも認

められないことから，同号ただし書ロにも該当せず，非開示とするこ

とが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

当時の対応状況に関する情報が記録されている。これらの情報は事故

対応という法人の事業に関する内部情報であり，公開することにより，

法人の名誉，社会的評価等が損なわれると認められ，また同号ただし

書にも該当しないと認められることから，非開示とすることが妥当で

ある。

ただし，事故対応情報のうち，事実報告程度の情報については，公

開することにより，法人の名誉，社会的評価等を損なうとまでは認め

られないため，同号本文には該当しない。

ハ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

当時の対応状況に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，

助言等の情報が記録されている。これらに係る打合せは任意で行われ

たものであり，これらの情報は公開することにより，情報を公開され
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ることを懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法

人の指導監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示と

することが妥当である。

ただし，事故対応に関するやりとりのうち，事実報告程度の内容に

ついては，公開することにより，今後の法人の指導監督業務に支障が

生じるとは認められないため，同号には該当しない。

ニ 条例第８条第１項第３号及び第７号の両方に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号及び第７号の

両方に該当するとして非開示とした部分についても，前記ロ，ハでそ

れぞれ検討した。

ホ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

（2）本件行政文書２（一連番号２）について
当該文書は，遺族説明会の日程等について，本件幼稚園が実施機関に

対して平成２３年４月７日に電話で連絡した内容を記録した文書であ

る。当該文書には報告を行った発信者，説明会日程等の情報が記載さ

れており，発信者に関する情報及び遺族説明会日程等に関する報告及

び意見交換を行った内容のうち，実施機関が条例第８条第１項第２号，

第３号，第７号又はそれらのうちの複数に該当すると判断した情報が

非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，発信者に関する情報が記録されている。

これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又は慣行と

して公開され，又は公開することが予定されている情報には当たらな

いことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務遂

行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし書ロにも

該当せず，非開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した事故対

応状況等に関する情報が記録されている。これらの情報は事故対応と

いう法人の事業に関する内部情報であり，公開することにより，法人

の名誉，社会的評価等が損なわれると認められ，また同号ただし書に

も該当しないと認められることから，非開示とすることが妥当である。
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ハ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した事故対

応状況等に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，助言等

の情報が記録されている。これらに係る打合せは任意で行われたもの

であり，これらの情報は公開することにより，情報を公開されること

を懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法人の指

導監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示とするこ

とが妥当である。

ニ 条例第８条第１項第３号及び第７号の両方に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号と第７号の両

方に該当するとして非開示とした部分についても，前記ロ，ハでそれ

ぞれ検討した。

ホ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

（3）本件行政文書３（一連番号３）について
当該文書は，実施機関が本件幼稚園からファクシミリで提出を受けた

保護者説明会資料であり，当該文書には提出者，事故当時の状況を記

録した情報が記載されており，これらの情報のうち，実施機関が条例

第８条第１項第２号，第３号，第７号又はそれらのうちの複数に該当

すると判断した情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，提出者に関する情報が記録されている。

これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又は慣行と

して公開され，又は公開することが予定されている情報には当たらな

いことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務遂

行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし書ロにも

該当せず，非開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第２号，第３号及び第７号の全てに該当する情報

について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号，第３号及び

第７号の全てに該当するとして非開示とした情報についても，全て前

記イで検討した情報と重複している。



- 9 -

ハ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号，第３号

及び第７号の全てに該当するとして非開示とした情報のうち，第２号に

該当することから非開示が妥当と判断した情報については，重ねて第３

号及び第７号該当性については判断しない。

（4）本件行政文書４（一連番号４）について
当該文書は，本件幼稚園が事故報告書を作成するに先立ち，平成２３

年４月１５日に実施機関が参考資料としてファクシミリで送付した文

書である。当該文書には，文書の受信者，事故報告書の作成に関する

留意事項等の情報が記載されており，これらの情報のうち，実施機関

が条例第８条第１項第２号又は第７号に該当すると判断した情報が非

開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，受信者に関する情報が記録されている。

これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又は慣行と

して公開され，又は公開することが予定されている情報には当たらな

いことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務遂

行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし書ロにも

該当せず，非開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，事故報告書の作成に当たって，実施機関

が本件幼稚園に対して行った指導及び助言に関する情報が記録されて

いる。これらの情報は，公表されることを予定していない任意の場で

の指導，助言であり，公開することにより，今後の率直な意見交換が

できなくなり，今後の法人の指導監督業務の執行に支障が生じると認

められるため，非開示とすることが妥当である。

ただし，一般的な事項に関するやりとりについては，公開すること

により，今後の法人の指導監督業務に支障が生じるとは認められない

ため，同号には該当せず，開示とすることが妥当である。

ハ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

（5）本件行政文書５（一連番号６）について
当該文書は，私立幼稚園の現況について，平成２３年５月２３日に実

施機関が調査を行った復命書であり，本件幼稚園の被害状況について，

実施機関が聴き取りした内容及び幼稚園に対する意見が記載されてい
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る。当該文書に記載されたこれらの情報のうち，実施機関が条例第８

条第１項第２号，第３号，第７号又はそのそれらのうちの複数に該当

すると判断した情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，対応者に関する情報が記録されている。

これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又は慣行と

して公開され，又は公開することが予定されている情報には当たらな

いことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務遂

行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし書ロにも

該当せず，非開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した事故対

応状況等に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，助言等

の情報が記録されている。これらの情報は，任意の聴き取り調査で収

集されたものであり，公開することにより，情報を公開されることを

懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法人の指導

監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示とすること

が妥当である。

ただし，一般的な事項に関するやりとりについては，公開すること

により，今後の法人の指導監督業務に支障が生じるとは認められない

ため，同号には該当せず，開示とすることが妥当である。

ハ 条例第８条第１項第３号及び第７号の両方に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号及び第７号の

両方に該当するとして非開示とした情報についても，全て前記ロで検

討した。

ニ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号及び第７

号の両方に該当するとして非開示とした情報のうち，第７号に該当する

ことから非開示が妥当と判断した情報については，重ねて第３号該当性

については判断しない。

（6）本件行政文書６（一連番号７）について
当該文書は，本件学校法人が本件幼稚園の今後に関し，平成２３年６

月２７日に実施機関に相談等を行った内容を記録した文書及び本件学

校法人から提出された遺族からの通知文書の写しである。当該文書に

は，相談者に関する情報，本件幼稚園の今後に関する相談内容，遺族
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から本件学校法人に通知された内容等の情報が記載されており，これ

らの情報のうち，実施機関が条例第８条第１項第２号，第３号，第７

号又はそれらのうちの複数に該当すると判断した情報が非開示とされ

ている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，相談者又は遺族に関する情報が記録され

ている。これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定

の個人が識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又

は慣行として公開され，又は公開することが予定されている情報には

当たらないことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等

の職務遂行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし

書ロにも該当せず，非開示とすることが妥当である。

ただし，本件行政文書６の８ページ目の１行目に記録された情報に

ついては，個人に関する情報とは認められず，同号本文に該当すると

は認められないことから，開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

対応情報，今後の運営方針等に関する情報及び本件学校法人と取引関

係がある事業者等の情報が記録されている。これらの情報は法人の事

業運営に関する内部管理に属する情報であり，公開することにより，

法人の事業活動が損なわれると認められ，また同号ただし書にも該当

しないと認められることから，非開示とすることが妥当である。

ハ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

対応情報，今後の事業活動等に関する情報及びそれに対する実施機関

からの指導，助言等の情報が記録されている。当該文書に記録された

意見交換は任意で行われたものであり，これらの情報は公開すること

により，情報を公開されることを懸念する法人から率直な情報収集が

できなくなり，今後の法人の指導監督業務の執行に支障が生じると認

められるため，非開示とすることが妥当である。

ニ 条例第８条第１項第２号，第３号，第７号又はそれらのうちの複数

に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号及び第３号，

第３号及び第７号又は第２号，第３号及び第７号に該当するとして非

開示とした部分についても，前記イ，ロ，ハでそれぞれ検討した。

ホ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。
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なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当で

あると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断

しないものもある。

（7）本件行政文書７（一連番号８）について
当該文書は，私立学校法等施行細則（以下「細則」という。）第４条

の規定により，本件学校法人が平成２３年７月２９日に実施機関に提

出した報告書である。当該文書は，細則に規定された様式第４４号に

よる生徒等事故報告書と事故時の状況を平成２３年６月２６日現在で

時系列にまとめた資料から構成され，これらの情報のうち，実施機関

が条例第８条第１項第２号，第３号，第７号又はそれらのうちの複数

に該当すると判断した情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園で事故対応を行った者，相談

者又は遺族等に関する情報が記録されている。これらの情報は，いず

れも個人に関する情報であって，特定の個人が識別され又は識別され

得るものであり，法令の規定により又は慣行として公開され，又は公

開することが予定されている情報には当たらないことから，同号ただ

し書イには該当せず，また，公務員等の職務遂行の内容に係る情報と

も認められないことから，同号ただし書ロにも該当せず，非開示とす

ることが妥当である。

ただし，事故対応を行った者に関する情報のうち，特定の個人が識

別されない情報又は識別され得ない情報については，同号本文に該当

するとは認められない。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

対応情報，今後の運営方針等に関する情報が記録されている。これら

の情報は法人の事業運営に関する内部管理に属する情報であり，公開

することにより，法人の事業活動が損なわれると認められ，また同号

ただし書にも該当しないと認められることから，非開示とすることが

妥当である。

ただし，本件行政文書７の２ページ目から８ページ目までにおいて，

原処分で非開示とした情報には第３号に該当する情報は存在せず，同

号本文に該当するとは認められない。

ハ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

対応情報，今後の事業活動等に関する情報及びそれに対する実施機関

からの指導，助言等の情報が記録されている。これらに係る打合せは
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任意で行われたものであり，これらの情報は公開することにより，情

報を公開されることを懸念する法人から率直な情報収集ができなくな

り，今後の法人の指導監督業務の執行に支障が生じると認められるた

め，非開示とすることが妥当である。

ただし，本件行政文書７の２ページ目から８ページ目までにおいて，

原処分で非開示とした情報には第７号に該当する情報は存在せず，同

号に該当するとは認められない。

ニ 条例第８条第１項第２号，第３号及び第７号の全てに該当する情報

について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号，第３号及び

第７号の全てに該当するとして非開示とした部分についても，前記イ，

ロ，ハでそれぞれ検討した。

ホ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

（8）本件行政文書８（一連番号９）について
当該文書は，対象行政文書７の提出後に，実施機関からの問合せに対

し，本件学校法人が提出した事故報告書の追加資料である。当該文書

は，本件幼稚園の前園長が作成した事故状況をまとめた資料，本件幼

稚園の防災対策に関する文書，危機管理マニュアル等から構成され，

これらの情報のうち，実施機関が条例第８条第１項第２号，第３号，

第４号，第７号又はそれらのうちの複数に該当すると判断した情報が

非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，個人に関する情報が記録されている。こ

れらの情報のうち，法人の職員等関係者，園児または遺族等に関する

情報については，いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され，又は識別され得るものであり，法令の規定により又は慣行

として公開され，又は公開することが予定されている情報には当たら

ないことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務

遂行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし書ロに

も該当せず，非開示とすることが妥当である。

ただし，遺族に対応した役場職員の名前については，公務員等の職

務遂行の内容に係る情報であることから，同号ただし書ロに該当し，

開示とすることが妥当である。

なお，実施機関は遺族等の対応状況に関する情報について，一体的

に同号に該当するとしているが，これらの情報のうち，個人の氏名等
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を非開示とすれば，特定の個人が識別されない情報又は識別され得な

い情報及び特定の個人を識別することはできないが，公開することに

より個人の権利利益が害されるおそれがない情報については，同号本

文に該当するとは認められない。

また，実施機関が同号に該当するとした情報以外にも，特定の個人

が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別するこ

とはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害され

るおそれがあり，同号ただし書のいずれにも該当しない情報が含まれ

ているため，これらの情報は同号に該当し，非開示とすることが妥当

である。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

対応，遺族対応等に関する情報が記録されている。これらの情報のう

ち弔慰金に関する情報は法人の遺族対応等に関する内部管理に属する

情報であり，公開することにより，法人の事業活動が損なわれると認

められ，また同号ただし書にも該当しないと認められることから，非

開示とすることが妥当である。

ただし，審査会が当該文書を見分したところ，当該文書に記録され

ている情報のうち，報道等で明らかにされている情報又は災害時の遺

族対応に関する情報であって，その対応状況が想定し得る程度の内容

である情報については，法人の事業運営に関する内部管理に属する情

報ではあるが，公開することにより，法人の名誉，社会的評価等が損

なわれるとまでは言えず，同号本文に該当するとは認められない。

ハ 条例第８条第１項第４号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第４号に該当すると

して非開示とした部分には，遺体捜索に携わった警察職員の氏名が記

録されている。この情報は，一般に公表されていない情報であり，公

開することにより，警察業務の性質上，公共の安全と秩序の維持に支

障が生じるおそれがあるとした実施機関の判断は首肯し得るものであ

ることから，同号に該当し，非開示が妥当である。

また，実施機関が第２号に該当するとした情報のうち，警察職員の

氏名が含まれている情報については第４号に該当し，非開示とするこ

とが妥当である。

ニ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した事故

対応，遺族対応等に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，

助言等の情報が記録されている。これらの情報は，法人に対する指導

監督のために収集した当該法人に関する情報ではあるが，審査会が当

該文書を見分したところ，当該文書に記録されている情報は，報道等

で明らかにされている情報又は災害時の遺族対応に関する情報であっ
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て，その対応状況が想定し得る程度の内容である情報と考えられ，公

開することにより，情報を公開されることを懸念する法人から率直な

情報収集ができなくなり，今後の法人の指導監督業務の執行に支障が

生じるとまではいえず，同号に該当するとは認められない。

ホ 条例第８条第１項第２号，第３号又は第７号のいずれか複数に該当

する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号及び第３号，

第３号及び第７号又は第２号，第３号及び第７号に該当するとして非

開示とした情報についても，前記イ，ロ，ニでそれぞれ検討した。

ヘ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

（9）本件行政文書９（一連番号１０）について
当該文書は，本件幼稚園が今後の法人及び幼稚園の運営に関し，平成

２３年１２月１日に実施機関に相談した内容を記録した文書である。

当該文書には相談を行った相談者，相談の概略等の情報が記載されて

おり，相談者に関する情報及び相談内容のうち，実施機関が条例第８

条第１項第２号，第３号，第７号又はそれらのうちの複数に該当する

と判断した情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，相談者又は遺族に関する情報が記録され

ている。これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定

の個人が識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又

は慣行として公開され，又は公開することが予定されている情報には

当たらないことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等

の職務遂行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし

書ロにも該当せず，非開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した今後の

運営方針等に関する情報及び本件幼稚園と取引関係がある事業者等の

情報が記録されている。これらの情報は法人の事業運営に関する内部

管理に属する情報であり，公開することにより，法人の事業活動が損

なわれると認められ，また同号ただし書にも該当しないと認められる

ことから，非開示とすることが妥当である。
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ハ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した今後の

事業活動等に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，助言

等の情報が記録されている。これらに係る打合せは任意で行われたも

のであり，これらの情報は公開することにより，情報を公開されるこ

とを懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法人の

指導監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示とする

ことが妥当である。

ニ 条例第８条第１項第２号及び第３号又は第３号及び第７号に該当す

る情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号及び第３号又

は第３号及び第７号に該当するとして非開示とした部分についても，

前記イ，ロ，ハでそれぞれ検討した。

ホ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

（10）本件行政文書１０（一連番号１１）について
当該文書は，実施機関が平成２３年１２月１２日に本件幼稚園を現地

確認した内容を記録した文書である。当該文書には，実施機関職員が

本件幼稚園から今後の状況等について聴き取りした内容が記録されて

おり，これらの情報のうち，実施機関が条例第８条第１項第３号，第

７号又はその両方に該当すると判断した情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した今後の

運営方針等に関する情報が記録されている。これらの情報は法人の事

業運営に関する内部管理に属する情報であり，公開することにより，

法人の事業活動が損なわれると認められ，また同号ただし書にも該当

しないと認められることから，非開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した今後の

事業活動等に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，助言

等の情報が記録されている。これらに係る打合せは任意で行われたも

のであり，これらの情報は公開することにより，情報を公開されるこ

とを懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法人の
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指導監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示とする

ことが妥当である。

ハ 条例第８条第１項第３号及び第７号の両方に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号及び第７号の両

方に該当するとして非開示とした部分についても，前記イ，ロでそれ

ぞれ検討した。

ニ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

（11）本件行政文書１１（一連番号１２）について
当該文書は，本件幼稚園から実施機関あてに，平成２４年１月３１日

に裁判関係について電話により連絡があった内容を記録した文書であ

る。当該文書には，本件幼稚園と実施機関職員が裁判関係について意

見交換した内容が記録されており，これらの情報のうち，実施機関が

条例第８条第１項第３号，第７号又はその両方に該当すると判断した

情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した裁判等

の事業運営に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，助言

等の情報が記録されている。これらに係る意見交換は任意で行われた

ものであり，これらの情報は公開することにより，情報を公開される

ことを懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法人

の指導監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示とす

ることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第３号及び第７号の両方に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号及び第７号の

両方に該当するとして非開示とした情報については，全て前記イで検

討した情報と重複している。

ハ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号及び第７

号の両方に該当するとして非開示とした情報のうち，第７号に該当する

ことから非開示が妥当と判断した情報については，重ねて第３号該当性

については判断しない。
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（12）本件行政文書１２（一連番号１３）について
当該文書は，実施機関が平成２４年１１月８日に実施した本件幼稚園

の運営状況調査の復命書である。当該文書には，本件学校法人側の相

手方に関する情報，法人運営に関する今後の見通し等について，本件

学校法人と実施機関が行った意見交換等に関する情報が記載されてお

り，これらの情報のうち，実施機関が条例第８条第１項第２号，第３

号，第７号又はそれらのうちの複数に該当すると判断した情報が非開

示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，相手方に関する情報が記録されている。

これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又は慣行と

して公開され，又は公開することが予定されている情報には当たらな

いことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務遂

行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし書ロにも

該当せず，非開示とすることが妥当である。また，実施機関が同号に

該当するとした情報以外にも，特定の個人が識別され，若しくは識別

され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公開する

ことにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがある情報が含ま

れているため，これらの情報は同号に該当し，非開示とすることが妥

当である。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した今後

の運営方針等に関する情報及び本件学校法人と取引関係がある事業者

等の情報が記録されている。これらの情報は法人の事業運営に関する

内部管理に属する情報であり，公開することにより，法人の事業活動

が損なわれると認められ，また同号ただし書にも該当しないと認めら

れることから，非開示とすることが妥当である。

ハ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件学校法人が実施機関に報告した今後

の運営方針等に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，助

言等の情報が記録されている。これらの打合せは任意で行われたもの

であり，これらの情報は公開することにより，情報を公開されること

を懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法人の指

導監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示とするこ

とが妥当である。

ニ 条例第８条第１項第２号及び第７号又は第３号及び第７号に該当す

る情報について
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当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号及び第７号又

は第３号及び第７号の両方に該当するとして非開示とした情報につい

ても，前記イ，ロ，ハでそれぞれ検討した。

ホ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

（13）本件行政文書１３（一連番号１４）について
当該文書は，本件学校法人から平成２５年３月２６日付けで実施機関

あてに提出された休園届に関する文書である。当該文書は，細則参考

様式４による休園届と添付書類である理事会決議録から構成され，こ

れらの情報のうち，実施機関が条例第８条第１項第２号，第３号又は

その両方に該当すると判断した情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園に在籍する園児に関する情報，

理事会における理事に関する情報が記録されている。これらの情報は，

いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が識別され又は識別

され得るものであり，法令の規定により又は慣行として公開され，又

は公開することが予定されている情報には当たらないことから，同号

ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務遂行の内容に係る情

報とも認められないことから，同号ただし書ロにも該当せず，非開示

とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第２号及び第３号の両方に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号及び第３号の

両方に該当するとして非開示とした情報については，全て前記イで検

討した情報と重複している。

ハ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号及び第３

号の両方に該当するとして非開示とした情報のうち，第２号に該当する

ことから非開示が妥当と判断した情報については，重ねて第３号該当性

については判断しない。

（14）本件行政文書１４（一連番号１５）について
当該文書は，本件幼稚園が平成２５年６月２０日に実施機関に対し，

今後の手続等について電話連絡した内容を記録した文書である。当該

文書には，幼稚園の廃止及び学校法人の解散等について，本件幼稚園
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と実施機関がやり取りした内容が記録されており，これらの情報のう

ち，実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると判断した情報が

非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園からの相談について実施機関

が電話で応対した情報が記録されている。これらは既に明らかにされ

ている情報と同等であり，公開することにより，本件幼稚園に対する

指導監督業務及び今後の実施機関の学校法人に関する指導監督業務の

公正又は円滑な執行に支障が生じるとは認められないため，同号には

該当せず，開示とすることが妥当である。

ロ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

（15）本件行政文書１５（一連番号１６）について
当該文書は，本件幼稚園が平成２５年１０月４日に実施機関に対し，

今後の手続等について相談した内容を記録した文書である。当該文書

には，本件幼稚園側の対応者に関する情報，幼稚園の廃止及び学校法

人の解散等について，本件幼稚園と実施機関がやり取りした内容が記

録されており，これらの情報のうち，実施機関が条例第８条第１項第

２号，第３号，第７号又はそれらのうちの複数に該当すると判断した

情報が非開示とされている。

イ 条例第８条第１項第２号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号に該当すると

して非開示とした部分には，対応者に関する情報が記録されている。

これらの情報は，いずれも個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され又は識別され得るものであり，法令の規定により又は慣行と

して公開され，又は公開することが予定されている情報には当たらな

いことから，同号ただし書イには該当せず，また，公務員等の職務遂

行の内容に係る情報とも認められないことから，同号ただし書ロにも

該当せず，非開示とすることが妥当である。

ロ 条例第８条第１項第３号に該当する情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第３号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した今後の

運営方針等に関する情報及び本件幼稚園と取引関係がある事業者等の

情報が記録されている。これらの情報は法人の事業運営に関する内部

管理に属する情報であり，公開することにより，法人の事業活動が損

なわれると認められ，また同号ただし書にも該当しないと認められる

ことから，非開示とすることが妥当である。

ハ 条例第８条第１項第７号に該当する情報について
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当該文書において実施機関が条例第８条第１項第７号に該当すると

して非開示とした部分には，本件幼稚園が実施機関に報告した今後の

運営方針等に関する情報及びそれに対する実施機関からの指導，助言

等の情報が記録されている。これらに係る打合せは任意で行われたも

のであり，これらの情報は公開することにより，情報を公開されるこ

とを懸念する法人から率直な情報収集ができなくなり，今後の法人の

指導監督業務の執行に支障が生じると認められるため，非開示とする

ことが妥当である。

ニ 条例第８条第１項第２号及び第３号又は第３号及び第７号に該当す

る情報について

当該文書において実施機関が条例第８条第１項第２号及び第３号又

は第３号及び第７号の両方に該当するとして非開示とした情報につい

ても，前記イ，ロ，ハでそれぞれ検討した。

ホ 判断

上記検討の結果は，別紙１に示したとおりである。

なお，いずれかの非開示条項に該当することにより非開示が妥当であ

ると判断した情報については，他の非開示条項の該当性を重ねて判断し

ないものもある。

５ 結論

以上のとおり，本件処分のうち，実施機関が非開示と判断した情報に

ついて，当審査会は，別紙１の「開示すべき部分」に掲げる情報につい

ては，条例第８条第１項第２号，第３号，第４号及び第７号のいずれに

も該当しないことから，開示すべきであると判断した。

第６ 審査の経過

当審査会の処理経過は，別紙３のとおりである。



別紙１

一連
番号

　文書件名 審査会の判断

ページ 非開示該当箇所 理由 判断 理由 開示すべき部分 備考

1 H23.4.6 「４　相手」欄　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし 本件行政文書１

開示
「６　概要等」欄　７行目６文字目から８行
目７文字目まで

事務打合せ
記録

非開示 ３，７号 なし（上記を除く）

９行目，１７行目　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし

開示 ２１行目

非開示 ３，７号 なし（上記を除く）

１～３行目　法人の事故対応情報 ３号，７号 非開示 ３，７号 なし

１８行目，２４行目，３１行目，４２行目　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし

２１～２３行目，２７～３０行目　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

３２～３３行目　　法人の事故対応情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

３５～３９行目　　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

４０，４１行目　　法人の事故対応情報及び指導，助言 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

４３，４４行目　法人の事故対応情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

８行目，１４行目，２２行目　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし

２～７行目　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

９行目　法人の事故対応情報 ３号 非開示 ３号 なし

１１～１３行目　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

１９～２１行目　法人に対する指導，助言 ７号 開示 全部

２３行目　　法人の事故対応情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

２５～３０行目　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号
なし（２５行目から２７行目１２文字目ま
での部分，２８行目から３０行目部分）

非開示 ３，７号
なし（２７行目１３文字目から最後まで
の部分）

３１～３２行目　法人の事故対応情報及び指導，助言 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

３３行目　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

2 H23.4.7
「３　発信者」欄，　「５　概要等」欄　１行目　個人に関する情
報

２号 非開示 ２号 なし 本件行政文書２

電話箋 「５　概要等」欄　３～７行目　法人の事故対応情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

「５　概要等」欄　９行目　，１０行目３４文字目～最後　法人
に対する指導，助言

７号 非開示 ７号 なし

3 H23.4.11 ３－１ 発信者に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし 本件行政文書３

ファクシミリ
３－２
３－３

個人に関する情報，事故対応情報 ２，３，７号 非開示 ２号 なし

4 H23.4.15 ４－１ 受信者に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし 本件行政文書４

ファクシミリ 「（備考）」欄　３行目（２１文字目～２９文字目） ７号 開示 全部

４－２ 法人に対する指導，助言 ７号 開示 全部

４－３ ２３行目～最後　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

5
H23.5.17
ファクシミリ

原処分開示

6 H23.5.23 ６－１ 「（３）相手方」欄　３行目　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし 本件行政文書５

復命書 １行目　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし

６～１９行目　法人の事故対応情報 ３，７号 非開示 ７号 なし

２１行目９文字目～終わり，２６行目２文字目～終わり　法人
に対する指導，助言

７号 開示 全部

７ H23.6.27 ７－１ 「２　相談者」欄　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし 本件行政文書６

記録箋 「２　相談者」欄　法人の取引関係先情報 ２，３号 非開示 ２号 なし

「【概略】」欄　５行目３３文字目～６行目１７文字目　法人に
対する指導，助言

７号 非開示 ７号 なし

「【概略】」欄　６行目１８文字目～７行目　法人の事故対応情
報及び指導，助言

３，７号 非開示 ７号 なし

１－２

１－３

２

６－２

原処分

１－１

「６　概要等」欄　７行目６文字目～８行目　法人の事故対応
情報

３号，７号

２１行目～最後　法人の事故対応情報 ３号，７号
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一連
番号

　文書件名 審査会の判断

ページ 非開示該当箇所 理由 判断 理由 開示すべき部分 備考

原処分

７ H23.6.27 ７－１ 「【概略】」欄　８～９行目　法人に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし 本件行政文書６

記録箋
「【概略】」欄　１０～１１行目　法人の事故対応情報及び指
導，助言

３，７号 非開示 ７号 なし

「【概略】」欄　１２行目３文字目～１３行目　法人の事故対応
情報及び指導，助言

３，７号 非開示 ７号 なし

「【概略】」欄　１４行目３文字目～１５行目　法人に対する指
導，助言

７号 非開示 ７号 なし

「【概略】」欄　１９～２４行目　法人の事故対応情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

７－２ ７行目３文字目～８行目　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

11行目３文字目～１３行目　法人の運営情報及び個人に関
する情報

２，３，７号 非開示 ２，３，７号 なし

７－３ 個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし

７－６ 個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし

開示 １行目

非開示 ２号 なし（上記を除く）

８ H23.7.29 ８－１ ２５行目～最後　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし 本件行政文書７

生徒等事故
報告書

開示 「標題欄」５列目から１０列目まで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示
５列目２１行目７文字目
７列目２４行目５文字目

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示

７列目１６行目２文字目から３文字目ま
で
８列目８行目６文字目
９列目８行目６文字目
１２列目１１行目３文字目，２８行目３文
字目から５文字目まで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示

２列目２行目２文字目，１４行目７文字
目
５列目４行目２文字目から４文字目ま
で
７列目４行目３文字目から５文字目ま
で
８列目３４行目３文字目から５文字目ま
で

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示

２列目５行目７文字目，７行目４文字目
から８文字目まで
７列目２３行目６文字目
１２列目２１行目６文字目

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示 ６列目１４行目４文字目

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示
７列目４行目４文字目
１０列目４行目４文字目

非開示 ２号 なし（上記を除く）

９ H23.9.1 ９－１ ６行目２０文字目～終わり　個人に関する情報 ２号 非開示 ２号 なし 本件行政文書８

生徒等事故
報告書

２２行目～最後　法人の事故対応情報 ３，７号 開示 全部

（追加資料） ９－２ ３０行目　個人に関する情報 ２，３，７号 非開示 ２号 なし

９－３ ２０行目，２１行目，３４行目，３７行目　個人に関する情報 ２，３，７号 非開示 ２号 なし

９－４
８行目，１４行目，１６行目，１９行目，２１行目，２４行目，２５
行目，２６行目，２８行目，３０行目，３２行目，３３行目，３５行
目，３８行目，４１行目，４２行目　　個人に関する情報

２，３，７号 非開示 ２号 なし

１２行目４文字目～２０文字目　法人の事故対応情報 ２，３，７号 開示 全部

８－７ 法人の事故対応情報及び個人に関する情報 ２，３，７号

８－８ 法人の事故対応情報及び個人に関する情報 ２，３，７号

８－５ 法人の事故対応情報及び個人に関する情報 ２，３，７号

８－６ 法人の事故対応情報及び個人に関する情報 ２，３，７号

２，３，７号

８－３ 法人の事故対応情報及び個人に関する情報 ２，３，７号

８－４ 法人の事故対応情報及び個人に関する情報 ２，３，７号

７－８ １行目，４行目　個人に関する情報 ２号

８－２ 法人の事故対応情報及び個人に関する情報
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一連
番号

　文書件名 審査会の判断

ページ 非開示該当箇所 理由 判断 理由 開示すべき部分 備考

原処分

９ H23.9.1 ９－４ ３６行目　警察職員の氏名 ２，３，７号 非開示 ４号 なし 本件行政文書８

生徒等事故
報告書

９－５
２行目２３文字目及び２４文字目，２行目３２文字目～３行目
１８文字目，６行目，８行目　個人に関する情報

２，３，７号 非開示 ２号 なし

（追加資料） ８行目４９文字目～１１行目　法人の事故対応情報 ２，３，７号 開示
８行目４９文字目から１１行目終わりま
で

９ 開示

１５行目から３５行目まで
３６行目１文字目から４文字目まで，８
文字目から終わりまで
３７行目
３８行目１文字目から４文字目まで，８
文字目から終わりまで
３９行目から４１行目まで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

９－６ 開示

１行目１文字目から４文字目まで，８文
字目から終わりまで
２行目
３行目１文字目から１５文字目まで，
１９文字目から終わりまで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

５行目，６行目，１２行目，１４行目，１６行目，２１行目，２３行
目，２４行目　　個人に関する情報

２号 非開示 ２号 なし

９－７
９行目，１１行目，１７行目，１９行目，２２行目　個人に関する
情報

２号 非開示 ２号 なし

１４行目，１６行目　警察職員の氏名 ４号 非開示 ４号 なし

開示
２３行目１文字目から４文字目まで，
８文字目から1１文字目まで，１５文字
目から２７行目３７文字目まで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示

３１行目２５文字目から３７文字目まで
３３行目３１文字目から終わりまで
３４行目２９文字目から５０文字目まで
３５行目９文字目から終わりまで
３６行目２９文字目及び３０文字目
３９行目２６文字目から２８文字目，３４文字
目から４１文字目まで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

９－８
５行目，１１行目，１２行目，１３行目，１４行目，１５行目，１６
行目，２２行目　個人に関する情報

２，３，７号 非開示 ２号 なし

９－１０ ２０行目～最後　法人の事故対応情報 ３，７号 開示 全部

９－１１ 開示

１行目から４行目４文字目まで
４行目８文字目から５行目１文字目ま
で
５行目５文字目から８行目まで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示
１５行目３１文字目から終わりまで
１６行目９文字目から１７行目まで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

１９行目　法人の遺族対応情報 ３号 開示 全部

開示
２１行目７文字目から終わりまで
２３行目２文字目から終わりまで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

開示

２６行目から２７行目３０文字目まで，
３４文字目から３３行目１２文字目まで
３３行目２０文字目から終わりまで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

１５行目２１文字目～１７行目　法人の遺族対応情報及び個
人に関する情報

２，３号

２１～２３行目　法人の遺族対応情報及び個人に関する情報 ２，３号

２６～３３行目　法人の遺族対応情報 ２，３，７号

２３～２８行目　法人の遺族対応情報 ３，７号

３１行目，３２行目，３３行目，３４行目，３５行目，３６行目，３７
行目，３９行目，４１行目　法人の遺族対応情報及び個人に
関する情報

２，３，７号

１～８行目　法人の遺族対応情報 ３，７号

１～３行目　法人の遺族対応情報 ３，７号

１５行目～４１行目　法人の遺族対応情報 ３，７号
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一連
番号

　文書件名 審査会の判断

ページ 非開示該当箇所 理由 判断 理由 開示すべき部分 備考

原処分

９ H23.9.1 ９－１１ 開示

３５行目１文字目，３５行目２７文字目
から終わりまで，３６行目１文字目，３９
行目１６文字目から２０文字目まで，２
７文字目から３７文字目まで，４３文字
目から４０行目４文字目まで
４０行目１０文字目から終わりまで

本件行政文書８

生徒等事故
報告書

非開示 ２号 なし（上記を除く）

（追加資料） ９－１２ １行目　法人の遺族対応情報 ３号 非開示 ３号 なし

開示 ５行目６文字目から終わりまで

非開示 ２号 なし（上記を除く）

１０ H23.12.1 １０－１ 「２　相談者」欄　法人の取引先に関する情報 ３号 非開示 ２号 なし 本件行政文書９

記録箋
「２　相談者」欄　法人の取引先に関する情報及び個人に関
する情報

２，３号 非開示 ２号 なし

「【概略】」欄１３行目３文字目～５行目　法人の運営に関する
情報

３，７号 非開示 ３，７号 なし

「【概略】」欄１６行目，１９行目１３文字目～２１行目　法人に
対する指導，助言

７号 非開示 ７号 なし

「【概略】」欄　２２行目　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

１０－２ ３行目３文字目～４行目　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

１１ H23.12.12 １１－２ １７～２６行目　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし 本件行政文書１０

復命書 ３０行目　法人の運営に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

１２ H24.1.31 １２ 「【概要】」欄　８行目　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ７号 なし 本件行政文書１１

電話記録箋 「【概要】」欄　９～１１行目　法人の運営に対する指導，助言 ７号 非開示 ７号 なし

１３ H24.11.8 １３－１
「（３）相手方（応対者）職氏名」」欄　法人の取引関係先に関
する情報

３，７号 非開示 ２，３号 なし 本件行政文書１２

復命書 １３－２ 　１３行目～最後　法人の取引関係先に関する情報 ３，７号 非開示 ２，３号 なし

１３－３ ６～７行目，２０行目～最後　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

１３－４ １～２行目　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３，７号 なし

４行目１９文字目～１１行目　法人の運営に関する情報 ３，７号 非開示 ３号 なし

２２行目～最後　個人に関する情報 ２，７号 非開示 ２，７号 なし

１４ H25.3.26 １４－１ 生徒の処置に関する情報 ２，３号 非開示 ２号 なし 本件行政文書１３

休園届 １４－２ 理事及び議事録署名人に関する情報（氏名，印影） ２号 非開示 ２号 なし

15
H25.6.20

電話対応票
１５ 「概要」欄　30行目～最後　法人に対する指導，助言 ７号 開示 全部 本件行政文書１４

16 H25.10.4 １６ 「相手方」欄　法人の取引先に関する情報 ３号 非開示 ３号 なし 本件行政文書１５

対応記録票
「相手方」欄　法人の取引先に関する情報及び個人に関す
る情報

２，３号 非開示 ２号 なし

「概要」欄　３～４行目　法人の運営に関する情報 ３号 非開示 ３号 なし

「概要」欄５～１５行目，１７～１９行目，「対応」欄　１～４行目
法人の運営に関する情報及び指導，助言

３，７号 非開示 ３，７号 なし

（注）
  １　○行目とは，文字が記載されている行を一番上から１行目として，順次数え上げたものである。
  ２　○文字目とは，１行中に記載された文字を左詰めにした場合，一番左の文字を１文字目として順次数え上げたものである。
　　　なお，句読点，文頭の記号等及び括弧はそれぞれ１文字とみなし，空白は除いている。
  ３　○列目とは，文書中に記載された表中の列を，一番左から１列目として，順次数えあげたものである。
  ４　備考欄に掲げる本件行政文書としての番号は，別紙２に掲げる本件行政文書としての番号と同一のものである。

３５～３６行目，３９～４０行目　法人の遺族対応情報及び個
人に関する情報

２，３号

５行目　法人の遺族対応情報及び個人に関する情報 ２，３号
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別紙２

一連 行政文書名 開示 備考
番号 区分

1 平成２３年４月６日 事務打合せ記録 部分開示 本件行政文書１

2 平成２３年４月７日 電話箋 部分開示 本件行政文書２

3 平成２３年４月１１日 ファクシミリ 部分開示 本件行政文書３

4 平成２３年４月１５日 ファクシミリ 部分開示 本件行政文書４

5 平成２３年５月１７日 ファクシミリ 開示

6 平成２３年５月２３日 復命書 部分開示 本件行政文書５

7 平成２３年６月２７日 記録箋 部分開示 本件行政文書６

8 平成２３年７月２９日 生徒等事故報 部分開示 本件行政文書７

告書

9 平成２３年９月１日 生徒等事故報告 部分開示 本件行政文書８

書（追加資料）

10 平成２３年１２月１日 記録箋 部分開示 本件行政文書９

11 平成２３年１２月１２日 復命書 部分開示 本件行政文書10

12 平成２４年１月３１日 電話記録箋 部分開示 本件行政文書11

13 平成２４年１１月８日 復命書 部分開示 本件行政文書12

14 平成２５年３月２６日 休園届 部分開示 本件行政文書13

15 平成２５年６月２０日 電話対応票 部分開示 本件行政文書14

16 平成２５年１０月４日 対応記録票 部分開示 本件行政文書15
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別紙３

審査会の処理経過

年 月 日 処 理 内 容

２６．５．２８ ○諮問を受けた（諮問第２０７号）。

２７． ２．２３ ○事案の審議を行った。

（第３４２回審査会）

２７． ３．２３ ○事案の審議を行った。

（第３４３回審査会）

２７． ４．２０ ○事案の審議を行った。

（第３４４回審査会）

２７．５．２１ ○事案の審議を行った。

（第３４５回審査会）

２７．６．１９ ○事案の審議を行った。

（第３４６回審査会）

２７．７．１６ ○事案の審議を行った。

（第３４７回審査会）

２７．８．２４ ○事案の審議を行った。

（第３４８回審査会）

２７．９．１４ 〇事案の審議を行った。

（第３４９回審査会）

２７．１０．１９ ○事案の審議を行った。

（第３５０回審査会）
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（参考）

宮城県情報公開審査会委員名簿

(平成２７年１２月２４日現在)

氏 名 区 分 備 考

蘆 立 順 美 学識経験者 会長職務代理者

齋 藤 信 一 法律家

坂 野 智 憲 法律家 会長

渋 谷 雅 弘 学識経験者

矢 吹 眞理子 情報公開を理解する者

（五十音順）


